
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生に対する授業料減免要領 

 

１. 目的 

 新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して授業料

を減免することにより、経済的に困難な学生の修学継続を可能とすることを目的とする。 

 

２. 対象  

 本要領により授業料の減免を受ける対象は、２０２１年度に本学の学部及び短期大学部に在籍し、

少なくとも前期又は後期のいずれかに在学して授業料を納入する学生のうち、次に掲げる条件のす

べてを満たす者とする。 

①次のいずれかに当てはまる、新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変し  

た世帯の学生  

①-1 学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者(主たる家計支持者一人)の２０２０

年の所得(「給与所得者」にあたっては所得証明書の支払金額とし、「給与所得者以外」にあっては

所得証明書の所得金額とする)が、２０１９年の所得金額と比較し、１／２以下となっていること 

①-2２０２１年に国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があ

った者を支援対象として実施する公的支援を受けていること 

②２０２０年の世帯収入、もしくは２０２１年の世帯収入の見込が、給与所得者の場合は８４１万円

以下、給与所得者以外は３５５万円以下であること 

③大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象とならないこと 

④申請者が１年次の学生の場合を除き、修得単位数が２年次の学生は３０単位以上、３年次の学生 

 は６０単位以上、４年次の学生は９０単位以上であること 

⑤学則に定める修業年限を超過していないこと 

 

３. 減免額 

 本要領による授業料減免額は、当該学生が大学等における修学の支援に関する法律による授業料

等減免の第Ⅲ区分の対象となった場合に授業料に適用される減免額とし、当該学生が現に納入する

授業料の額を上限とする。  

 

４. 申請手続 

 学生は、減免申請書並びに大学が指示する添付書類を提出して申請手続を行う。なお「２.対象①-

2」に該当する者は、公的支援の受給証明書（対象の公的支援は緊急小口資金、厚生年金保険料・ 

労働保険料の納付猶予、国税地方税の納付猶予など、新制度の例に準ずる）または、これに類する 

ものと認められる公的証明書を提出すること。 

Ⅱ 申請期限は、２０２２年２月末日とする。 

 

５. 選考 

 本要領により授業料減免を希望する学生の選考は、学生支援委員会で行う。 

 

 



６. その他 

 同一学生について、本要領による授業料の減免が北星学園または本学が定める他の授業料減免の規

定と重複する場合においては、減免の総額が最も高くなる規程のみを適用する。 

Ⅱ本要領による授業料減免の事務は、財務課及び学生生活支援課において取扱う。 

 

７. 附則 

 この要領は、２０２１年４月１日から施行するものとし、２０２２年３月３１日に失効する。 


